
【児童福祉法（抜粋）】 

第二十三条 都道府県等 、 設置 福祉事務所 所管区 内

け 保護者 、配偶者 い女子又 こ 準 事情 あ 女子 あつ 、

者 監護 児童 福祉 欠け こ あ 場合 い 、 保護

者 申込 あつ 、 保護者及び児童 母子生活支援施設 い

保護し け い。 し、や 得 い事由 あ 、適当

施設 入所 あつ 、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) 適用

等適切 保護 行わ け い。 

 前項 規定 保護者 あつ 母子生活支援施設 け 保護 実施(以

下「母子保護 実施」 いう。) 希望 、厚生労働省令 定 こ

、入所 希望 母子生活支援施設 他厚生労働省令 定 事項

記載し 申込書 都道府県等 提出し け い。こ 場合 い 、

母子生活支援施設 、厚生労働省令 定 こ 、当該保護者 依頼

受け 、当該申込書 提出 代わつ 行うこ 。 

 都道府県等 、前項 規定 保護者 特別 事情 当該都道府県等

設置 福祉事務所 所管区 外 母子生活支援施設 入所 希望

、当該施設 入所 つい 必要 連絡及び調整 図 け い。 

 都道府県等 、第二十五条 七第二項第三号、第二十五条 八第三号若し

く 第二十六条第一項第五号又 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第

三十六条 二 規定 報告又 通知 受け 保護者及び児童 つい 、必

要 あ 認 、 保護者 対し、母子保護 実施 申込 勧奨

し け い。 

 都道府県等 、第一項 規定 保護者 母子生活支援施設 択及び母

子生活支援施設 適正 運営 保 資 、厚生労働省令 定 こ

、母子生活支援施設 設置者、設備及び運営 状況 他 厚生労働

省令 定 事項 関し情報 提供 行わ け い。 

 


